
事業譲渡関係

時期 （監査指導課との事前協議） （事業所管課との事前協議）

４月

～

６月

〇監査指導課への相談

・法人設立要件（事業・資産等）

　の確認

・設立スケジュールの確認

〇事業所管課への相談

・事業譲渡による指定、許認

　可等の相談

・指定、許認可等のスケ

　ジュールの相談

〇事業譲渡元法人との調整

↓ ↓ ↓

７月

～

10月

〇評議員、理事、監事、施設管理

　者の人選

〇法人設立認可申請書類の作成

※監査指導課で内容を確認

・申請書

・定款

・財産目録

・事業譲渡契約書

・事業計画書（３か年度分）

・収支予算書（３か年度分）

・その他申請書類一式（各種規程

　を含む。）

〇事業計画書等の作成

※事業所管課で内容を確認

〇事業譲渡関係書類の作成

・事業譲渡契約書

・譲渡資産の整理（抵当権の

　解除など）

・就業規則、給与規程等の

　各種規程の作成

・職員、利用者、利用者家族

　への説明

・地域への説明（必要に応じて）

↓ ↓

監査指導課の事前確認完了 事業所管課の事前確認完了 ↓

↓ ↓

11月

１月

２月

↓

３月 社会福祉法人の設立登記 → （法人設立登記後）

↓ ←

寄附財産の移転

↓

社会福祉法人設立報告書の提出

次年度 ↓

４月

３　社会福祉法人設立認可スケジュール

 　⑴　既存の社会福祉事業の譲渡を受けて、法人を設立する場合

事業の開始

譲渡法人での事業廃止手続

法人設立認可関係

社会福祉法人設立認可申請書の提出

（本申請）

社会福祉法人設立認可等審査会

（法人の適格性等を審査）

社会福祉法人設立認可

（認可書の交付）

↓

↓

新法人での各事業の指定、許

認可等の申請手続など

　　　※このスケジュールは、参考例です。相談は、随時受け付けています。

　　　※社会福祉法人の設立認可に当たっては、協議事項や必要書類が多いため、余裕をもった

　　　　スケジュールを立てるようにしてください。
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施設整備関係

時期 （監査指導課との事前協議） （施設所管課との事前協議）

前年度

〇監査指導課への相談

・法人設立要件（事業・資産等）

　の確認

・設立スケジュールの確認

〇施設所管課への相談

・施設整備による指定、許認

　可等の相談

・指定、許認可等のスケ

　ジュールの相談

・土地の確保

・開発許可、農地転用許可の

　相談

・地域への説明（必要に応じて）

・施設整備計画の作成

・資金計画の作成　等

↓ ↓ ↓

４月

～

11月

〇評議員、理事、監事、施設管理

　者の人選

〇法人設立認可申請書類の作成

　（８月～）※監査指導課で内容

　を確認

・申請書

・定款

・財産目録

・事業計画書（３か年度分）

・収支予算書（３か年度分）

・その他申請書類一式（各種規程

　を含む。）

〇事業計画書等の作成

※施設所管課で内容を確認

・施設所管課と補助金交付の

　協議及び申請

・福祉医療機構等と融資の

　協議及び申込み

↓ ↓ ↓

監査指導課の事前確認完了 施設所管課の事前確認完了

↓ ↓

12月 ←

２月

３月

次年度 ↓

４月 社会福祉法人の設立登記 → （法人設立登記後） → 補助金・融資の申請

↓ ↓

寄附財産の移転 補助金・融資の決定

↓ ↓

社会福祉法人設立報告書の提出

↓

 　⑵　補助や融資を受け、施設を整備して法人を設立する場合

法人設立認可関係

事業の開始

（施設整備に要する期間により、事業開始の時期が異なります。）

社会福祉法人設立認可申請書の提出

（本申請）

↓

社会福祉法人設立認可等審査会

（法人の適格性等を審査）

社会福祉法人設立認可

（認可書の交付）

↓

補助金・融資の内示

施設の整備

各事業の指定、許認可等の申

請手続など
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